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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第97期

第１四半期連結
累計期間

第98期
第１四半期連結

累計期間
第97期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成26年４月１日
至平成26年６月30日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高 （百万円） 27,311 30,014 117,937

経常利益 （百万円） 680 510 3,251

四半期（当期）純利益 （百万円） 436 405 2,036

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,460 167 4,130

純資産額 （百万円） 36,895 38,659 40,379

総資産額 （百万円） 73,001 78,290 78,960

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 4.92 4.58 22.97

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 50.2 49.1 50.8

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　２　売上高には、消費税等は含んでおりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。

４　受取ロイヤリティー等は、従来「営業外収益」に計上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間から

「売上高」に含めて計上することに変更したため、当該表示方法の変更を反映した遡及修正後の数値を記載

しております。

 

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

合弁会社 SHIROKI TECHNICO INDIA PVT. LTD.設立の件

　当社は、平成26年5月12日開催の取締役会において、当社の関連会社であるテクニコインダストリーズLTD.（以

下「テクニコ社」） との間で、インドに合弁会社を設立することを決議し、平成26年5月16日に、テクニコ社と合

弁会社の設立に関する契約を締結いたしました。

 

１　設立の目的

インド自動車市場は将来にわたり非常に有望な市場と位置付けられていますが、近年は他競合先との開発/

コスト競争が激しく、今後ますます高度化する技術と品質ニーズへの対応に向けて、テクニコ社と合弁会社を

設立することでインド事業の基盤強化を図ります。

 

２　合弁会社の概要

（１）　　商号　　　　　　SHIROKI TECHNICO INDIA PVT. LTD.

（２）　　代表　　　　　　大野　真古人　（前　シロキアジア株式会社　代表取締役社長）

（３）　　所在地　　　　　インド共和国ハリヤナ州バワル市

（４）　　設立年月　　　　2014年9月　（予定）

（５）　　操業開始　　　　2015年1月　（予定）

（６）　　主な事業の内容　自動車部品（ウィンドレギュレータ、シート部品）の製造・販売

（７）　　決算期　　　　　3月期

（８）　　従業員数　　　　440名程度

（９）　　資本金　　　　　3億ルピー

（１０）　株主構成　　　　シロキ工業株式会社： 50%+1株、テクニコ社： 50%-1株

（１１）　売上計画　　　　19億ルピー　（約33億円）　〔2016年3月期見込〕

（１２）　建屋面積　　　　約6,000㎡

 

３　現在当社が保有するテクニコ社株の取り扱い

合弁会社設立に伴い、当社が現在保有する27.37%のテクニコ社株は、全数をテクニコ社の株主に売却予定で

あります。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におきましては、国内経済は消費税増税の影響があったものの、経済対策等の効果に

より、景気の緩やかな回復基調が継続いたしました。一方、海外においては欧州や新興国情勢は不透明なものの、

米国経済は回復基調を維持しております。

このような状況の中、自動車業界におきましては、日本では軽自動車の生産は堅調に推移したものの、消費税増

税前の駆け込み需要による反動により、普通車の生産台数は減少いたしました。一方、海外では、一部の新興国で

生産減はあったものの、米国や中国での生産は堅調に推移しました。

この結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は300億14百万円（前年同

四半期比9.9％増）、営業利益は７億40百万円（前年同四半期比43.8％増）、経常利益は５億10百万円（前年同四

半期比24.9％減）、四半期純利益は４億５百万円（前年同四半期比7.1％減）となりました。

 

セグメントの業績は次のとおりであります。

①日本

売上高は204億82百万円（前年同四半期比9.5％増）となり、セグメント利益は３億95百万円（前年同四半期比

84.9％増）となりました。

②米国

売上高は64億４百万円（前年同四半期比15.9％増）となり、セグメント利益は１億32百万円（前年同四半期は48

百万円の損失）となりました。

③中国

売上高は16億25百万円（前年同四半期比12.4％増）となり、セグメント利益は21百万円（前年同四半期比73.8％

減）となりました。

④東南アジア

売上高は22億36百万円（前年同四半期比6.1％減）となり、セグメント利益は１億90百万円（前年同四半期比

31.7％減）となりました。

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、５億83百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８月７日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 89,003,624 89,003,624

東京証券取引所

名古屋証券取引所

（各市場第一部）

単元株式数

1,000株

計 89,003,624 89,003,624 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高

（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

平成26年４月１日～

平成26年６月30日
－ 89,003,624 － 7,460 － 9,699

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成26年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

平成26年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式　　 378,000
－ －

（相互保有株式）

普通株式　　　　　－
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　88,084,000 88,084 －

単元未満株式 普通株式　　 541,624 － －

発行済株式総数 89,003,624 － －

総株主の議決権 － 88,084 －

 

②【自己株式等】

平成26年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）      

シロキ工業㈱
神奈川県藤沢市

桐原町２番地
378,000 － 378,000 0.42

計 － 378,000 － 378,000 0.42

（注）上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権の数

１個）あります。

なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に含めております。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,334 13,485

受取手形及び売掛金 21,919 20,605

商品及び製品 968 1,070

仕掛品 741 754

原材料及び貯蔵品 2,160 2,174

その他 3,770 3,920

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 40,894 42,009

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,188 6,017

機械装置及び運搬具（純額） 12,998 12,441

土地 3,879 3,871

建設仮勘定 3,512 3,518

その他（純額） 2,628 2,558

有形固定資産合計 29,208 28,407

無形固定資産   

その他 305 312

無形固定資産合計 305 312

投資その他の資産   

投資有価証券 1,696 1,828

繰延税金資産 1,008 1,815

退職給付に係る資産 5,165 3,280

その他 709 663

貸倒引当金 △28 △28

投資その他の資産合計 8,552 7,560

固定資産合計 38,065 36,280

資産合計 78,960 78,290
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,787 19,670

短期借入金 1,475 1,955

1年内返済予定の長期借入金 20 76

未払法人税等 408 463

賞与引当金 1,073 1,704

役員賞与引当金 51 14

その他 4,246 4,892

流動負債合計 28,064 28,777

固定負債   

長期借入金 7,571 7,480

役員退職慰労引当金 15 9

退職給付に係る負債 2,254 2,699

資産除去債務 281 282

その他 393 381

固定負債合計 10,516 10,853

負債合計 38,581 39,630

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,460 7,460

資本剰余金 9,699 9,699

利益剰余金 21,160 19,678

自己株式 △97 △97

株主資本合計 38,222 36,740

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 393 479

為替換算調整勘定 510 197

退職給付に係る調整累計額 997 996

その他の包括利益累計額合計 1,902 1,673

少数株主持分 255 245

純資産合計 40,379 38,659

負債純資産合計 78,960 78,290
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 27,311 30,014

売上原価 23,969 26,292

売上総利益 3,342 3,721

販売費及び一般管理費 2,827 2,981

営業利益 514 740

営業外収益   

受取利息 11 21

受取配当金 6 8

為替差益 173 －

金型等売却益 41 8

その他 27 20

営業外収益合計 261 59

営業外費用   

支払利息 36 41

為替差損 － 173

金型等売却損 57 64

その他 1 9

営業外費用合計 96 288

経常利益 680 510

特別利益   

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

固定資産除却損 0 －

減損損失 59 17

その他 － 2

特別損失合計 59 20

税金等調整前四半期純利益 620 490

法人税、住民税及び事業税 510 362

法人税等調整額 △329 △279

法人税等合計 180 83

少数株主損益調整前四半期純利益 440 406

少数株主利益 3 1

四半期純利益 436 405

少数株主利益 3 1

少数株主損益調整前四半期純利益 440 406

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 20 85

為替換算調整勘定 1,000 △324

退職給付に係る調整額 － △1

その他の包括利益合計 1,020 △239

四半期包括利益 1,460 167

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,438 177

少数株主に係る四半期包括利益 22 △9
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を単一の割引率から退職

給付の支給見込期間及び支給見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更してお

ります。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る資産が20億73百万円減少し、退職給付に係る負

債が４億18百万円増加し、利益剰余金が16億21百万円減少しております。また、当第１四半期連結累計期間の営

業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ８百万円減少しております。

 

 

（追加情報）

（表示方法の変更）

従来、技術供与先である連結子会社等から受け取る受取ロイヤリティー等を「営業外収益」の「その他」に計

上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間から「売上高」に含めて計上することに変更いたしました。

この変更は、最近の海外連結子会社等での生産・販売活動の拡大に伴い、受取ロイヤリティー等が増加したこ

と、また今後も継続して受取ロイヤリティー等の増加が見込まれることなどから、当社の営業活動の成果をより

適切に表示するために行ったものであります。

この表示方法の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表及び前連結会計年度

の連結財務諸表の組み換えを行っております。この結果、前第１四半期連結累計期間の四半期連結損益及び包括

利益計算書において、営業外収益の「その他」に計上していた46百万円を「売上高」に組み替えております。こ

の組み換えにより、営業利益が46百万円増加しておりますが、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響はありません。また、この変更に伴い、前連結会計年度の連結貸借対照表における流動資産の「その他」に

計上していた24百万円を、「受取手形及び売掛金」に組み替えております。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

減価償却費 1,088百万円 1,202百万円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類

配当金

の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

 平成25年６月13日

 定時株主総会
普通株式 265 3.00 平成25年３月31日 平成25年６月14日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類

配当金

の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

 平成26年６月13日

 定時株主総会
普通株式 265 3.00 平成26年３月31日 平成26年６月16日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 日本 米国 中国 東南アジア 合計

売上高      

外部顧客への売上高 18,019 5,514 1,433 2,343 27,311

セグメント間の内部売上高

又は振替高
682 13 12 38 747

計 18,702 5,527 1,445 2,382 28,058

セグメント利益又は損失(△) 214 △48 82 279 527

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

　利益 金額

　　報告セグメント計 527

　　セグメント間取引消去 △12

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 514

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要な減損損失又はのれん等はありません。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 日本 米国 中国 東南アジア 合計

売上高      

外部顧客への売上高 19,836 6,387 1,612 2,177 30,014

セグメント間の内部売上高

又は振替高
645 16 12 59 733

計 20,482 6,404 1,625 2,236 30,748

セグメント利益 395 132 21 190 740

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

　利益 金額

　　報告セグメント計 740

　　セグメント間取引消去 △0

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 740

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要な減損損失又はのれん等はありません。

 

４．報告セグメントの変更等に関する事項

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」と

いう。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17

日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本

文に掲げられた定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法

を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を

単一の割引率から退職給付の支給見込期間及び支給見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を

使用する方法へ変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間のセグメント利益が「日

本」で８百万円減少しております。

 

（受取ロイヤリティー等の表示方法の変更）

従来、技術供与先である連結子会社等から受け取る受取ロイヤリティー等を「営業外収益」の「その他」

に計上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間から、「売上高」に含めて計上することに変更いたし

ました。

この変更は、最近の海外連結子会社等での生産・販売活動の拡大に伴い、受取ロイヤリティー等が増加し

たこと、また今後も継続して受取ロイヤリティー等の増加が見込まれることなどから、当社の営業活動の成

果をより適切に表示するために行ったものであります。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、前第１四半期連結累計期間の「日本」の「外部顧客へ

の売上高」が46百万円、「セグメント間の内部売上高又は振替高」が１億43百万円、「セグメント利益」が

１億90百万円、それぞれ増加しております。一方、「セグメント間取引消去」の「利益」が１億43百万円減

少しております。この結果、前第１四半期連結累計期間の「四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利

益」が46百万円増加しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 4円92銭 4円58銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 436 405

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 436 405

普通株式の期中平均株式数（千株） 88,640 88,625

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年８月７日

シロキ工業株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大北　尚史

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中村　哲也

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシロキ工業株式

会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠

して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シロキ工業株式会社及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提

出会社が別途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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